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はじめに 

佐渡市市営施設のあり方については、平成 29年８月に「両津地区市営介護施設の在り

方検討会報告書」が策定されており、当該報告書では、介護老人福祉施設「特別養護老人

ホーム歌代の里」（以下「歌代の里」という。）と介護老人保健施設「すこやか両津」（以

下「すこやか両津」という。）の将来に向けた「運営形態の在り方」、「施設の形態」、「今

後の方向性」など、基本的な事項が下記のとおりまとめられている。(以下報告書より転記) 

「歌代の里」については、将来的にも両津地区に「歌代の里」と同規模の介護老人福祉

施設は必要と考えます。利用者ニーズに合ったサービス提供の必要性や「歌代の里」の耐

震補強工事と建物耐用年数に係る大規模改修費用の費用対効果を検証する上で、「両津病

院」の建設を期に市が運営する「歌代の里」を廃止し、民間による新たな介護老人福祉施

設を建設、運営することも一つの選択肢として、検討していく必要があります。 

「すこやか両津」については、耐震基準はクリアしていますが、「両津病院」の建築に

より変電関係、スプリンクラー動力源設備、ボイラー使用の空調設備等の設備が必要とな

ります。また、両津病院３階病棟にある短期入所生活介護棟を閉鎖し、渡り廊下の撤去な

どの大規模改修が必要となります。 

 

 現在、「歌代の里」は廃止し、令和６年９月に民間事業者により「特別養護老人ホーム

朱鷺いろの杜梅津」が開設・運営されている。 

「すこやか両津」は両津病院の移転に伴い、単独で熱源等の確保を行う工事が着工でき

なかったことから、令和７年４月に、旧介護老人保健施設さど（以下「旧老健さど」とい

う。）に一時移転してサービス提供を継続している。 

 また、市営施設の養護老人ホーム「待鶴荘」（以下「待鶴荘」という。）・軽費老人ホー

ム「ときわ荘」（以下「ときわ荘」という。）も建物の老朽化や入所者数の減少等の課題が

ある。 

 

 このような状況で、「すこやか両津」の今後の運営方針を中心として、市営施設につい

ては、「民間ができることは民間に」を基本に、民間活力の活用も含めての検討が求めら

れているところであり、今年度「佐渡市市営高齢者施設あり方検討会」を設置し、検討を

進めることとしたものである。 

 併せて、高齢者人口、要介護（支援）認定者が推計値よりも急速に減少している状況

や、介護人材確保、医療との連携等、市営施設のあり方を検討するとともに、佐渡市全体

の介護保険サービスの将来構想の検討も必要となる。 

本報告書は、令和７年５月から外部委員を含めた「佐渡市市営高齢者施設あり方検討

会」において、計５回にわたり検討した結果をまとめ、策定したものである。 
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〇第１章 

介護老人保健施設「すこやか両津」、養護老人ホーム「待鶴荘」、軽費老人ホーム「とき

わ荘」の現状について 

１ 介護老人保健施設「すこやか両津」の設立の経緯等について 

（１）設立からの経緯等について 

①平成５年９月 10日に施設利用者 90名定員の、老人保健法に基づく老人保健施設「す

こやか両津」を開設した。認知症専用の病床が半数近くあり、当時としては画期的な

老人保健施設であった。 

②平成７年１月１日から通所リハビリテーション定員４名（現在８名）のサービス提供

を開始した。 

③平成 12年、介護保険法施行に伴い介護老人保健施設となる。在宅サービスへの移行

がスムーズに行えるよう、居宅介護支援事業所を設置した。 

④平成 21年４月、両津病院改革プランにより 130床から 99床にしたことに伴い、12 

月から両津病院の３階病棟の６床部屋を４床部屋へ改修し、短期入所生活介護棟を新

設、定員９名のサービスを開始した。 

⑤平成 29年８月の「両津地区市営介護施設の在り方検討会報告書」によると、『将来の

運営形態の在り方は、県内 96施設中、市が直営しているのは、佐渡市を含めて２施

設のみという現状、平成 28年に策定された「アウトソーシング推進計画」及び「公

共施設等総合管理計画」の取組方針である「民間ができることは民間に」を基本に、

サービス水準の維持・向上及び費用対効果を十分に検討し、民間の高度な専門知識・

経営資源等の積極的活用が図られるよう、民間移譲について検討していく必要があ

る。』とされている。 

⑥平成 31年４月１日から訪問リハビリテーションのサービス提供を開始した。 

⑦令和３年３月末に両津病院３階の短期入所生活介護棟を閉鎖した。 

⑧令和７年５月両津病院の移転に伴い、すこやか両津が単独で熱源等の確保を行う工事

が着工できず、令和７年４月 28日に旧老健さどに移転し、サービス提供を継続して

いる。 

（２）課題について 

①すこやか両津の熱源（ボイラー）、電気、空調設備等は併設する両津病院から供給を

受けて運営してきたが、移転前の場所での運営は、インフラを独立するための工事

（予算約６億円）をするか、両津病院の設備を単独で稼働(年約２千万円＋修繕費約

１千万円）するしか方法がない。 

②移転前の建物は、建設から 30年以上が経過している。建物は、耐震構造となってお

り、耐震基準はクリアしているが、年々修繕が増えており、今後も増えることが想定

される。 

③運営面では、年間約２億円の一般会計繰入金で運営している。 

④施設の稼働率は年々低下し、令和６年度実績では約 73％で、民間事業者であれば運 

営できない状況である。 
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【施設概要】 

施設名（根拠法） 介護老人保健施設 すこやか両津（介護保険法） 

設置経営主体 佐渡市 

事業開始年月日 平成５年９月 10日 

実施サービス及び

定員 

施設入所・短期入所療養介護（90人）、通所リハビリテーション（８人）、訪

問リハビリテーション、居宅介護支援事業 

土地・建物等 敷地面積：1652.82㎡  

建物：鉄筋コンクリート４階建 延べ 3480.37㎡ 

居室：４人部屋・19室、３人部屋・１室、２人部屋・４室、１人部屋・３室  

   通所デイルーム・２室    

建築事業費 1,499,696千円（内訳：国補 55,000千円、地方債：1,235,800千円 一般

財源 208,896千円） 

【職員数】             令和 7 年 4 月 1 日現在 

 

              調理業務は、平成 27 年度から民間に委託 

【稼働率】 
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正規職員
会計年度任用職員

(フルタイム含む)
計

事務職 2人 2人 4人

医師 1人 1人

理学療法士 4人 4人

作業療法士 1人 1人

支援相談員 2人 2人

介護支援専門員 2人 2人

介護員 21人 18人 39人

看護師・准看護師 13人 5人 18人

管理栄養士 1人 1人

労務作業員 5人 5人

計 46人 31人 77人

訪問リハ
居宅介護支援

(予防委託含む)

利用者数 稼働率 利用者数 稼働率 回数 延べ人数

令和２年度 29,003人 88.3% 2,359人 82.1% 1,522回 381人

令和３年度 29,113人 88.6% 2,351人 81.9% 1,825回 468人

令和４年度 27,353人 83.3% 2,146人 74.7% 1,868回 604人

令和５年度 26,241人 79.7% 2,235人 77.6% 2,844回 613人

令和６年度 23,889人 72.7% 2,133人 80.8% 2,875回 600人

施設・短期入所 通所リハ



２ 養護老人ホーム「待鶴荘」の設立の経緯等について 

（１）設立の経緯等について 

①昭和 27年 11月 16日、一部事務組合により「佐渡養老院待鶴荘」として開設した。 

（定員 30人） 

②昭和 38年８月、老人福祉法施行により「養老院」を「養護老人ホーム」に改正し

た。 

③昭和 41年４月、増築により増員（定員 30人→100人） 

④昭和 57年 11月、全面改築工事が完成した。 

⑤平成８年 11月、エレベーターを設置した。 

⑥平成 16年３月、市町村合併により「佐渡市養護老人ホーム待鶴荘」に改名した。 

⑦平成 18年 10月、介護保険法改正により養護老人ホームにおける介護サービス提供が

可能になったことにより、「佐渡市特定施設待鶴荘」、「佐渡市待鶴荘訪問介護事業

所」を開設した。 

⑧平成 19年 10月 31日の「佐渡市公共施設見直し指針」により、民間団体等の自主的

な運営を託すことで、より効果的・効率的に業務遂行ができると考えられる施設は、

積極的に民間譲渡するものとして、待鶴荘、ときわ荘は民間譲渡の方針が出された。 

⑨島内の民間法人と協議したが譲渡先はなく、その後指定管理者制度等も含め検討して

きたが、収支の課題等のため実現できなかった。 

⑩平成 31年４月、「佐渡市待鶴荘訪問介護事業所」の平成 18年度からの不正請求によ

る行政処分を受けた。 

⑪令和２年３月末、「佐渡市待鶴荘訪問介護事業所」を廃止した。 

⑫令和４年 10月から、給食業務の外部委託を開始した。 

（２）課題について 

①６畳の居室をカーテンで仕切って２人部屋としているため、プライバシーの面での配

慮がない。 

※平成 18年の基準改正では、居室面積は、３.３㎡⇒10.65㎡、居室入所人員は、原則

２人以下⇒１人（入所者への処遇上必要と認められる場合には、２人とすることがで

きる）  

②要介護の入所者も介護サービスを利用して生活できるが、トイレ等の段差などバリア

フリーの構造になっていない。 

③建物の老朽化により、大規模な修繕が必要になる。 

④施設の構造上、常時見守りが必要な入所者は、２階の居室での対応ができない。 

⑤入所者は、年３回実施される入所判定委員会で決定される。100人定員であるが、近

年入所者数は、70人前後で推移している。 
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【施設概要】 

施設名（根拠法） 佐渡市養護老人ホーム待鶴荘（老人福祉法） 

設置経営主体 佐渡市 

事業開始年月日 昭和 27年 11月 16日佐渡養老院として開設 

現在の施設は、昭和 57年 11月に全面改築 

実施サービス及び定

員 

養護老人ホーム 定員 100人 特定施設入居者生活介護サービス（外部サ

ービス利用型） 

土地・建物等 敷地面積：7,407.90㎡ 

建物：鉄筋コンクリート２階建 2,510㎡、居室：６畳２人部屋 50室（エレ

ベータ―設置） 

入所対象者及び費用

等 

・65歳以上で、「環境上の理由及び経済的な理由」で居宅において養護が必

要な方（措置施設） 

・費用は、本人と扶養義務者の所得に応じて決定 

・養護老人ホーム被措置者数に応じて地方交付税の歳入あり（普通交付税

に関する省令） 

【職員数】                   令和 7 年 4 月 1日現在  

   正規職員 会計年度任用職員 計 

事務職 2人   2人 

相談員 2人   2人 

介護支援専門員(介護兼務） 2人   2人 

介護員（支援員） 11人 9人 20人 

介助員 1人   1人 

看護師 2人   2人 

栄養士（ときわ荘兼務） 1人   1人 

労務作業員   3人 3人 

計 21人 12人 33人 

                ※調理業務は、令和４年 10 月から民間に委託 

【利用者数】(※各年度：年度末の入所者数、特定施設入居者生活介護サービスの実利用者の平均数） 

 年度 入所者数 特定施設サービス利用者数 

令和２年度 81人 75人 

令和３年度 81人 66人 

令和４年度 71人 63人 

令和５年度 70人 58人 

令和６年度 72人 58人 
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３ 軽費老人ホーム「ときわ荘」の設立の経緯等について 

 

（１）設立の経緯等について 

①昭和 54年４月１日、「佐渡市町村老人ホーム組合軽費老人ホームときわ荘」として開

設した。（定員 50人） 

②平成６年８月、「佐渡広域市町村圏組合軽費老人ホームときわ荘」に改名した。 

③平成 16年３月、市町村合併により「佐渡市軽費老人ホームときわ荘」に改名した。 

④平成 19年 10月 31日の「佐渡市公共施設見直し指針」により、民間団体等の自主的

な運営を託すことで、より効果的・効率的に業務遂行ができると考えられる施設は、

積極的に民間譲渡するものとして、待鶴荘、ときわ荘は民間譲渡の方針が出された。 

⑤島内の民間法人と協議したが譲渡先はなく、その後指定管理制度等も含め検討してき

たが、収支の課題等のため実現できなかった。 

⑥令和４年 10月から、給食業務の外部委託を開始した。 

 

 

（２）課題について 

①平成 20年の基準省令の制定により、軽費老人ホームＡ型は経過的施設となり、ケア

ハウスへの一元化が示された。これにより、新設の場合はケアハウスとなる。 

②建物の老朽化により、大規模な修繕が必要になる。 

③一部２階建てであるが、エレベーターの設置はない。 

④夜間は、介護職員等の配置がなく宿直員のみで、当番の職員が必要時呼び出しにより

対応している。 

⑤新潟県内で軽費老人ホームＡ型は３施設のみ。公立は２施設で、うち１施設は社会福

祉法人が経営主体となっている。 

なお、市が経営主体となっているのは、ときわ荘のみである。 
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【施設概要】 

施設名（根拠法） 佐渡市軽費老人ホームときわ荘（老人福祉法） 

設置経営主体 佐渡市 

事業開始年月日 昭和 54年４月１日 

実施サービス及び定員 軽費老人ホーム 定員 50人 

土地・建物等 敷地面積：4,782.91㎡ 建物：鉄筋コンクリート一部２階建 1,499㎡ 

居室：６畳１人部屋 50室 

入所対象者及び費用 ・軽費老人ホームＡ型：低額で食事の提供や入浴等の準備、相談及び援

助、健康管理等日常生活上必要な便宜を行う施設 

・60歳以上（夫婦の場合は一方が 60歳に達していればよい）で、健康で

日常身のまわりのことができ、共同生活に適している方で、利用料が

納入できる方 

・費用は、本人の前年の収入に応じて国で定められた基準で決定 

・特別地方交付税の歳入あり 

 

【職員数】             令和７年４月 1 日現在

 
          ※調理業務は、令和４年 10 月から民間に委託 

【利用者数】 
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正規職員 会計年度任用職員 計

事務職 2人 1人 3人

相談員 1人 1人

介護員 2人 1人 3人

介助員 1人 1人

看護師 2人 ２人

栄養士(待鶴荘兼務）

労務作業員 1人 1人

計 8人 3人 11人

年度 入居者数

令和２年度 41人

令和３年度 43人

令和４年度 34人

令和５年度 43人

令和６年度 37人



〇第２章 

介護老人保健施設「すこやか両津」、養護老人ホーム「待鶴荘」、軽費老人ホーム「とき

わ荘」の将来構想について 

 

１ 介護老人保健施設「すこやか両津」の将来構想について 

 

（１）移転後の運営状況について 

 

現在、一時移転し、旧老健さど（金井地区）で運営を継続している。 

一時移転により、入所定員は 90人から 80人になったが、他の併設サービスは変わらず

に運営している。 

 入所稼働率は、佐渡総合病院との連携等もあり 90％前後で推移している。 

 併設サービスは、通所リハビリテーションの稼働率が若干下がってはいるが、新規で金

井地区周辺部の利用が開始している。 

 訪問リハビリテーションや居宅介護支援事業については、大きな変化はない。 

 

（２）施設の形態（運営）について 

 

 すこやか両津の熱源（ボイラー）、電気、空調設備等は併設する両津病院から供給を受

け運営してきた。インフラを独立するための工事（予算約６億円）を実施するか、両津病

院の設備を単独で稼働（年間約２千万円＋修繕費約１千万円）させるしか方法がなかった

ため、旧老健さどに一時移転して運営を継続している。 

 運営のために一定程度の点検や修繕を行っている。また、佐渡総合病院との連携等によ

り稼働率が上がっていることや圏域別の配置などを含め、当面の間は、現在の場所（旧老

健さど）での運営を継続していく。 

 

（３）今後の「すこやか両津」の方向性（今後の展望） 

 

 高齢者人口の減少、要介護認定者数の減少が予測を大幅に上回るペースで進んでいる。 

 一時移転後は、地理的な条件を生かし、病院と在宅の調整機能が効果的に図られてい

る。今後のサービス需要を見据えると、市全体の施設の配置や定員調整が必要な時期を迎

えていることから、当面は旧老健さどを有効に活用し、必要なサービスを提供することが

望ましい。 

 また、当市においては、医療と介護を一体的に考えていく必要があるため、佐渡の医療

再編の状況に合わせて、介護医療院への転換を含めた、より充実したサービス提供や効果

的な運営方針の検討が必要である。 

なお、今後の施設運営については、民間の高度な専門知識や技術・経営資源等の積極的

活用が図れるよう、「民間ができることは民間に」を基本として、介護サービスの需要と

供給のバランスに応じて、公営施設の縮小・廃止も含めて継続して検討していく必要があ

る。 
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２ 養護老人ホーム「待鶴荘」の将来構想について 

 

（１）施設の形態（運営）について 

 

 老人福祉法第 11条の規定により、養護老人ホームの入所措置基準は、65歳以上の者で

あって、「環境上の理由及び経済的理由」で在宅において日常生活を営むことに支障があ

るものに対して、適切に入所等が行われるように努めなければならないとされている。 

 養護老人ホームは、民間での運営は難しい施設であり、市が運営を継続すべき施設であ

る。 

 

（２）今後の「待鶴荘」の方向性（今後の展望） 

 

 身体的に一定の自立はできているものの、さまざまな生活課題等により在宅での生活が

困難な高齢者について、今後も必要な施設であるが、民間での運営は難しいため市が運営

を継続すべきである。 

全面改築後 40年以上を経過している施設であり、修繕費等の過去３年間の実績を見る

と、年間約 1,000万円かかっており、今後も電気設備工事や屋根の防水工事等が必要にな

ってくる。施設運営を継続するに当たっては、新たな施設を建設するのでなく、今後の医

療介護の再編と併せて、再利用可能な施設の利活用等を検討する必要がある。 

また、定員は 100人であるが、現在の入所者は 70人前後で推移していることもあり、

現在の２部屋の解消に合わせて、50～70人程度の定員に見直す必要がある。 

 

３ 軽費老人ホーム「ときわ荘」の将来構想について 

 

（１）施設の形態（運営）について 

 

 現施設は、軽費老人ホームＡ型で法改正により経過的施設となり、建替え等の場合はケ

アハウスへの一元化が示されている。 

 施設の老朽化により、修繕等が必要になってきているが、軽費老人ホームとして運営で

きる間は、民間での運営は難しいため、市が運営を継続する。 

  

（２）今後の「ときわ荘」の方向性（今後の展望） 

 

待鶴荘と同様に、建設後 40年以上を経過している施設であり、修繕費等の過去３年間

の実績を見ると年間約 250万円かかっており、今後もボイラーやエアコンの取替修繕等が

必要になってくる。 

 今後の医療介護の再編と併せて、運営形態や定員を含めて施設の必要性について検討が

必要である。 

また、ケアハウスが必要な場合は、民間運営が可能な施設であるため、民間活力を生か

した施設計画の検討が必要である。 
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〇第３章 

医療・介護の連携について 

   （令和７年２月佐渡地域医療構想調整会議 資料より抜粋） 

 

（１）佐渡医療圏のこれまでの経過と再編の必要性について   

 

 佐渡医療圏は佐渡市を圏域とする医療圏であり、病床を有するのは市立病院と厚生連病

院で、新潟県内で唯一県立病院のない医療圏である。 

 令和３年度末で佐和田病院が閉院、令和４年度には医師退職により市立相川病院が相川

診療所となる中、病院単位で最適化を図ることは困難であり、医療圏として持続可能な医

療提供体制を構築することが必要であると新潟県により再編された。 

 しかし、その３年前の病床機能再編後、当面の需給ギャップや瞬間的な入院需要を補完

するため、介護施設に入所するまでの待機的な入院機能について介護分野で受け入れる取

組を推進してきたが、円滑な受け入れが進んでないのが現状である。 

 さらに、相川診療所は医師退職に伴い令和４年に診療所に変更したが、その後新たな医

師配置ができない状況である。加えて消防法の改正に伴う施設設置基準（スプリンクラ―

設置）を満たす必要があるが、市では、令和７年６月末までに休床とする判断をした。ま

た南佐渡医療センターも令和７年４月に無床診療所化とする予定である。これらのことよ

り、佐渡医療圏から慢性期病床がなくなり、「医療と介護の狭間の患者」を受け取るため

の病床がなくなることが大きな課題となっている。 

 新潟県は第８次新潟県地域保健医療計画（令和６年度から令和 11年度）において、佐

渡医療圏の基準病床数を 543床としたが、既存病床数は 388床であり、大きく乖離してい

る。 

 佐渡医療圏では、人口減少や高齢化率の上昇が進行し、医療資源が限られていることに

加え、離島という地理的条件ゆえに、佐渡医療圏の急性期医療の中核的機能を担っている

佐渡総合病院は、人口減少や医療介入の度合いが低い高齢者の滞留などにより医業収支が

悪化しており、厳しい経営状態となっている。 

 併せて佐渡総合病院及び南佐渡地域医療センターを運営する JA新潟厚生連は令和５年

度決算では 35.9億円の損失金を計上し、令和６年度においても多額の損失金を計上する

ことが見込まれ、経営改革を進めることができなければ令和７年度にも資金が枯渇し、病

院事業の存続が困難になる恐れが迫っている。 

 このような状況を打破し、市民に安心して持続可能な医療提供体制を確保するために

は、厚生連・県・市が一体となった緊急的な経営改革や支援とあわせて、医療人材の有効

活用と効率的運営の観点から医療圏の人口減少や少子高齢化などの人口動態に即した病床

機能の再編とともに『医療と介護が連携した体制構築』に向けて進むこと及び現状を踏ま

えた「医療と介護両面での再編」が必要である。 
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（２）医療・介護の連携について 

 佐渡医療圏の課題に対応するためには、佐渡医療圏全体の病院、診療所の入院実態に即

した病床機能の「人口減少と高齢者社会の将来を見据えた再編」と、実態に即した病床機

能の「人口減少と高齢化社会の将来を見据えた再編」と「慢性期患者」、「医療と介護の狭

間の患者」を医療と介護の連携により受け入れることが必要である。 

  

 医療と介護の連携を推進するためには、各施設の看護師等の人材育成に取り組み、さら

に医療及び介護に一体的な病床調整の仕組みが必要である。 

  

 相川診療所の休床を契機とし、その受入れ機能について、介護施設における医療行為の

平準化を進め、医療と介護の連携強化を図る。 

 

【医療と介護の連携についての意見】 

医療と介護の連携については、介護医療院の設置を含め、「医療と介護の狭間の患者の

受入れ」と「医療と介護が一体になった再編が必要」である。 

介護側としては、身寄りのない方、連絡先のない方への対応で最初につまずいてしまう

ため、改善が必要で、（一社）佐渡医療・介護・福祉提供体制協議会と連携しながら、早

急に議論を進めていく必要がある。 

オンライン診療の推進・拡充（施設と病院を繋ぐオンライン診療・施設医の定期巡回の

診療のオンライン化）が望まれる。 

 病院での看護人材不足による休床等の対応には、在宅介護・在宅看護などの在宅医療が

必要になってくる。安心して在宅で医療を受けられる体制を目指していく必要がある。 

 

 〇第４章 

佐渡市全体の介護サービスの将来構想について 

 

 佐渡市では、全国平均を上回るスピードで高齢化が進み、すでに高齢者人口や要介護認

定者数の減少が推計以上に進んでいる。 

 さらに、担い手不足も深刻化し、看護師、介護職員等あらゆる職種で人材確保が難しく

なっており、現在働いている職員への負担が増している。 

 このような状況下で、市民が将来にわたって住み慣れた環境で安定した生活が送ること

ができるよう、福祉サービスの持続可能な提供体制の構築に向け、現状把握及び将来構想

等を協議するために「佐渡市福祉サービス等将来構想検討会」を設置した。 

 市営高齢者施設あり方検討会での市営施設の将来構想を含め、高齢者のみでなく、佐渡

市全体の福祉サービスに関することや、人材確保、事業の連携、協働化等を協議し、持続

可能なサービスの提供体制の構築に向け、継続的に議論を進めていくものとする。 
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◇資料４ 特別養護老人ホーム等入所申込者の推移 
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◇資料５ すこやか両津移転後の状況について 

〇入所（一般入所・短期療養） Ｒ７.４.28移転（定員 90 人→80 人） 

  ３月利用 ４月利用 ５月利用 ６月利用 

１日平均 69.8人 66.7人 69.1人 73.3人 

稼働率 77.5% 74.9% 86.4% 91.6% 

４月２８日の移転時は、入所者 64人 

３月中旬からの、佐渡総合病院の入院制限もあり退院時受入施設として連携し入所調整

をしている。移転後、定員 10人減の 80人であるが、１日平均利用者数は増えている。 

請求ベースで 1日 79人の日もあり、移転後は稼働率もアップしている。 

佐渡総合病院からの受入は、５月８人、６月６人と連携はスムーズに行われている。 

〇通所リハビリテーション（定員８人） 

  ３月利用 ４月利用 ５月利用 ６月利用 

稼働日数 31日 28日 31日 30日 

１日平均利用者数 5.8人 6.1人 5.2人 5.6人 

利用延べ人数 179人 172人 161人 167人 

利用実人数 33人 34人 30人 32人 

稼働率 72.2% 71.7% 64.9% 69.6% 

 移転前の利用者は、継続利用している。（両津地区 白瀬～入桑） 

 両津地区の利用者がほとんどで、送迎時間が長くなったが利用をやめた人はいない。 

 実績が落ちているのは、入院によるキャンセルや一般入所による利用終了が原因 

 移転後、新規で金井地区３名、新穂地区１名が利用開始する。 

〇訪問リハビリテーション 

  ３月利用 ４月利用 ５月利用 ６月利用 

稼働日数 20日 20日 20日 21日 

１日平均利用者数 12.4人 12.7人 13.8人 13.3人 

利用延べ人数 247人 253人 276人 279人 

利用実人数 26人 28人 27人 27人 

 移転前の利用者は、継続利用している。（玉崎～両津大川） 

 移転により利用をやめた利用者はいない。４月から新規利用２名。今後も両津地区２名

の利用予定がある。 

〇居宅介護支援事業 

  ３月利用 ４月利用 ５月利用 ６月利用 

介護給付 39件 41件 39件 41件 

予防給付 6件 5件 5件 5件 

認定調査 2件 5件 2件 3件 

 移転前の利用者は継続利用している。 

 予防給付の利用者１名は、委託先の地域包括支援センターへ担当替えを行っている。 

 利用者数は多く変化はない。 

 



◇資料６ 日常生活圏域別地域資源(特養+老健）に対する割合（推計） 

【すこやか移転前】 

 

 注）令和 12年・22年は参考値 

【すこやか移転後】 

 

   注）令和 12年・22年は参考値 
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〇施設サービス見込量（人数/1月当たりの利用者数） 



◇資料８  佐渡市市営高齢者施設あり方検討会議事録 

〇第１回佐渡市市営高齢者施設あり方検討会 議事録 

 １ 日時  令和７年５月 23日（金）午前９時～９時 40分 

 ２ 会場  佐渡市役所 本庁２階 大会議室 

 ３ 出席者 委員９名、事務局６名 

 ４ 議題 

（１）佐渡市市営高齢者施設あり方検討会の趣旨説明 

  佐渡市、市内の社会福祉法人関係者、外部の専門的知識を有する者により、「すこや

か両津」「待鶴荘」「ときわ荘」の運営改善や今後の運営及び方向性に関すること等に

ついて検討していく。 

（２）佐渡市の現状について 

 高齢者の現況、人口推計、介護保険の給付及び介護認定者数の推移、佐渡市全体の施

設一覧（入所系・通所系）について資料により説明 

（３）各施設の概要及び現状について 

  「すこやか両津」、「待鶴荘」、「ときわ荘」の設立の経緯等、施設概要、職員数及び

「すこやか両津」の一般会計繰入金の推移、「待鶴荘」、「ときわ荘」の収支について

説明 

 ※第２回の検討会に、必要な資料について各委員より意見を聴取 

※議題終了後、施設見学  すこやか両津（旧老健さど）・待鶴荘・ときわ荘 

 

【委員からの主な意見等】 

 ・医療との連携の面も含め検討していく必要がある。 

 ・民間施設の現状により、最終的に公立の施設が必要なのか検討が必要である。 

 ・すこやか両津の職員数は、他の施設に比べて多いと感じる。 

 ・施設稼働率が下がっている。定員に満たない原因は何か。 

 ・在宅サービスの現状も含め、施設サービスとのバランスも検討が必要である。 

 （必要な資料等について次回以降提示する）  

 

 

 

 

 



〇第２回佐渡市市営高齢者施設あり方検討会 議事録 

 

１ 日時  令和７年７月 30日（水）午後１時 30分～３時 

 ２ 会場  佐渡市役所 本庁２階 大会議室 

 ３ 出席者 委員９名、事務局６名 

 ４ 議題 

（１）第１回検討会の意見等の基づく追加資料の説明 

    民間施設との比較、日常生活圏域における人口・高齢化率等の推移について、施設

入所申込者の推移、待鶴荘の申請者数等について、居宅サービス・地域密着型サー

ビス・施設サービスの利用実績等について説明 

 

（２）すこやか両津の移転後の状況について 

   各サービスの移転前後の稼働率や利用者数について説明 

 

（３）市営高齢者施設の方向性について 

   施設サービスの見込量について説明 

  

 【委員からの主な意見等】 

  ・すこやか両津移転後、佐渡総合病院と連携ができている。 

   ・市内の法人が「介護人材不足」と言われる中、すこやか両津は職員が確保されてい

る。以前行っていた人事交流等ができればいいのではないか。 

   ・介護人材は、年齢層や男女比等を含め５年後・10年後どうなるか、他の施設におい

ても情報を集め、市全体で今後どうなるか考えていく必要がある。 

   ・現状の施設はそのまま継続してほしいが、今後どこかのタイミングで、施設を修繕

しながら、縮小もしくは法人統合していくことになるのではないか。 

・すこやか両津は、海抜、水害等建物自体に不安がある。両津地区の施設でなく、旧老

健さどを活用していくべきではないか。 

・介護認定者数の減を考えると、すこやか両津の運営は縮小の方向がいいのではない

か。人員的なことで他施設の縮小も考えられるので、できるだけ早期にと考える。 

・老健なのか特養なのか、施設は縮小しなければいけない時がくる。それまでは、す

こやか両津はこのまま金井地区で運営すべきであると考える。 

   ・民間での運営は難しい施設なので、待鶴荘、ときわ荘は市営での維持を望む。定員

は今の規模でなく見直す必要があるのではないか。 

   ・待鶴荘の２人部屋の解消が必要である。 

   ・すこやか両津の定員を縮小していき、待鶴荘・ときわ荘が旧老健さどに移るのがい

いのではないか。ハード的に心配な部分はある。 

 

 

 

 

 



〇第３回佐渡市市営高齢者施設あり方検討会 議事録 

 

 １ 日時  令和７年 10月 16日（木）午前 9時 30分～11時 40分 

 ２ 会場  佐渡市役所 本庁２階 大会議室 

 ３ 出席者 委員９名、事務局６名 

 ４ 議題 

 （１）佐渡医療圏「人口減少及び高齢化社会の将来を見据えた再編」について 

    令和 7年２月 20日開催の佐渡地域医療構想調整会議の際の資料を基に、医療との

連携と医療の現状について、市民生活部長から説明 

 

 （２）待鶴荘・ときわ荘の現状について 

    ２施設の収支（令和６年度実績値）と過去３年間の施設修繕費及び今後見込まれ

る修繕費等の説明 

    各施設長より施設の現状についての説明 

 

 （３）佐渡市市営高齢者施設あり方検討会報告書 概要版(案)について 

    概要版(案)について、３施設の将来構想についての記載内容の確認 

今後の方向性の記載について委員より意見徴収 

 

 ５ その他 

    西三川デイサービスについて 

 

  【委員からの主な意見等】 

     ・身寄りのない人（島内の連絡先がない人）の対応について、協議が必要である。 

     ・オンライン診療の拡充・推進について、退院後の受診の場合など、施設と病院を繋

げることができるとよいのではないか。 

・看取りをどこでするかが課題である。 

    ・建物があっても、働く人の確保ができなければ事業ができない。 

    ・人材育成を進めながら、人材を確保していかなければならない。 

・事業によっては、高齢になった方々が現場を支えている。 

・意欲を持って働いている人に対して、メンタルヘルス的な部分への対応が必要で 

ある。 

   

 

 

 

 

 

 



〇第４回佐渡市市営高齢者施設あり方検討会 議事録 

 

 １ 日時  令和７年 12月 22日（月）午前 1時 30分～15時 

 ２ 会場  佐渡市役所 本庁２階 大会議室 

 ３ 出席者 委員７名、事務局６名 

 ４ 議題 

 （１）佐渡市市営高齢者施設あり方検討会報告書 概要版について 

    第３回の検討会での意見を踏まえ、修正箇所の確認 

 

 （２）佐渡市市営高齢者施設あり方検討会報告書（案）について 

    報告書（案）について意見を求める。 

     

 （３）第１回佐渡市福祉サービス等将来構想検討会の報告について  

議事内容について説明 

 検討会の趣旨説明・佐渡市の高齢者の現状 

各事業所の状況等についての意見交換  

 

 ５ その他 

 

【委員からの主な意見等】 

     ・誤解を招く表現は修正すべきである。 

・概要版については、もっと簡潔にまとめればよい。資料についても施設一覧のみ 

でよい。 

      ・概要版は、施設の経緯等は必要ない。各施設 1ページ程度でまとめて作成すれば 

よい。 

     ・待鶴荘・ときわ荘の利用者の推移は、概要版に入れたほうがよい。 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇第５回佐渡市市営高齢者施設あり方検討会 議事録 

 

 １ 日時  令和８年２月 13日（金）午前 1時 30分～14時 30分 

 ２ 会場  佐渡市役所 本庁２階 大会議室 

 ３ 出席者 委員６名、事務局６名 

 ４ 議題 

 （１）佐渡市市営高齢者施設あり方検討会報告書 概要版について 

     第４回の検討会での意見を踏まえ、簡素化したため概要版として記載する 

内容量について確認をする。 

 

 （２）佐渡市市営高齢者施設あり方検討会報告書（案）について 

    今後の方向性について、各施設について意見を求める。  

 

  ５ その他 

   ・今後の報告書の取扱いについての確認 

 

【委員からの主な意見等】 

     ・概要版として記載する内容量については、特に意見等はない。 

     ・報告書の今後の方向性については、検討会で話しあった内容が記載されているので

問題ない。 

     ・介護医療院が分からない人もいるので、分かる表記があるとよい。 

     ・曖昧な箇所は、分かりやすい表現に修正すべきである。 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◇資料９     〇佐渡市市営高齢者施設あり方検討会開催要綱 

        令和７年４月 17日 

  告示第 131号 

（目的） 

第１条 この告示は、養護老人ホーム待鶴荘、軽費老人ホームときわ荘及び介護老人保健

施設すこやか両津（以下「市営高齢者施設」という。）に関し、必要な事項を検討するた

め、市営高齢者施設あり方検討会（以下「検討会」という。）を開催することに関し必要

な事項を定めるものとする。 

（検討事項） 

第２条 検討会において検討する事項は、次のとおりとする。 

⑴ 市営高齢者施設の運営改善に関すること。 

⑵ 市営高齢者施設の今後の運営及び方向性に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市営高齢者施設運営等のため必要な事項 

（検討会の参加者） 

第３条 検討会は、佐渡市、市内の社会福祉法人関係者、外部の専門的知識を有する者等

の参加を求めるものとする。 

（座長） 

第４条 検討会の座長は、佐渡市総務部長が務めるものとする。 

２ 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者

が座長を務めるものとする。 

（関係者の出席） 

第５条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第６条 検討会の参加者又は関係者は、検討会で知り得た秘密を漏らしてはならない。検

討会が終了した後も、同様とする。 

（協議会の庶務） 

第７条 検討会の庶務は、高齢福祉課において処理する。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、市長が別に

定める。 

 



附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、第２条に規定する職務が完了したとき、その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◇資料 10 佐渡市市営高齢者施設あり方検討会委員名簿 

 

所属及び役職 氏 名 備考 

佐渡市社会福祉協議会 介護保険課長 藤井 恵美子  

佐渡西地域包括支援センター 所長 髙橋 智弥  

特別養護老人ホーム新穂愛宕の園 施設長 伊澤 宏二  

ケアプラン後藤 主任介護支援専門員 後藤 信子  

新潟県厚生農業協同組合連合会企画管理部 調査役 市川 一之  

総務部長 岩﨑 洋昭 座 長 

財務部長 平山 栄祐  

企画部長 北見 太志  

市民生活部長 市橋 法子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



～用語集～ 

【アウトソーシング推進計画】 

 市役所業務の外部委託を進め、市民と協働のもとスリムで効率的な市役所を構築すると

ともに、より良質で低庸な公共サービスの提供を目指す計画のこと。 

 アウトソーシング検討フロー図では、廃止、民間移譲、直営、民間委託(指定管理者制

度、包括事業委託、業務委託、人材派遣)の手法が示されている。 

【一部事務組合】 

 複数の普通地方公共団体や特別区が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として

設置する組織 

 

【介護医療院】 

 増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへ対応するために、要介護者に対する長期

療養のための医療と日常生活上の介護を、一体的に提供することを目的として、平成 30

年４月より新たに創設された介護保険施設 

「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」として

の機能とを兼ね備えている。 

【介護支援専門員】 

 介護サービスを利用する際に、心身の状態にあった「適切なサービス」を利用するため

のケアプランを作成する幅広い介護の知識を持った専門職で、一般的にはケアマネジャー

と言われている。 

【介護老人福祉施設】 

 寝たきりや認知症で、日常生活において常に介護が必要かつ自宅では介護が困難な方が

入所する施設です。食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護や療養上の世話を受けら

れる施設 

 入所の条件は、原則、要介護３以上の方である。 

【介護老人保健施設】 

 病状が安定し、リハビリテーションが必要な方が利用する施設で、看護、医学的管理の

下における機能訓練や食事、入浴などの日常生活上の介護が受けられる介護保険施設 

【居宅介護支援事業】 

 県又は市町村の登録を受けた介護支援専門員を配置している事業所で、認定申請の代行

や介護サービス計画の作成を依頼する窓口 

【ケアプラン】 

 利用者の心身の状態や希望を基に、「いつ」、「どんなサービスを」、「どれくらい」受け

るかを決める介護サービス計画 

 



【公共施設等総合管理計画】 

 市が所有する施設の現状を把握するとともに、適正な管理や有効な活用を図るため策定

した計画 

 

【作業療法士】 

身体の運動機能や認知機能や、精神面に困難がある人が、その心身機能を回復し、日常

生活・社会生活に復帰できるように、食事、歯みがきなど日常生活の動作、家事、芸術活

動、遊び、スポーツといった生活の中における作業や動作などを用いて訓練・指導・援助

を行う専門職 

【支援相談員】 

 介護老人保健施設の相談業務に従事する職員 

【指定管理者制度】 

 平成 15年の地方自治法の改正（平成 15年９月２日施行）により、地方自治体が条例に

定めた「公の施設」（図書館や体育館・福祉施設など）の管理運営を、地方公共団体が指

定する法人その他の団体（民間事業者等を含む）に委ねることができるようになった制度 

【社会福祉法人】 

 社会福祉法の規定により、社会福祉事業を行うことを目的として設立された公益法人。 

 国、都道府県又は市町村の認可を受けて設立される。 

【措置施設】 

主に児童福祉法や老人福祉法などに基づき、行政の判断によって入所が決定される社会

福祉施設のこと。利用者と施設との間の「契約」ではなく、行政による「措置」という公

権力に基づいた行政処分により利用が開始されるのが特徴である。 

【耐震基準】 

 建築物や土木構造物を設計する際に、それらの構造ぶちが最低限度の耐震能力を持って

いることを保証し、建築を許可する基準のこと。 

【短期入所療養介護】 

 介護老人保健施設等に短期間入所し、医療上のケアを含む日常生活上の介護や機能訓

練、医師の診察などが受けられる。 

【第８次新潟県地域保健医療計画】 

 保健医療を取り巻く環境変化、急速に進行する少子高齢化への対応、これまでに積み上

げられてきた取組の成果を踏まえ、新潟県における良質かつ適切な保健医療サービスの実

現を図るために策定するものであり、今後の保健医療施策の具体的な目標と方向を示すも

ので、計画期間は、令和６年度から令和 11年度までの６年間である。 

 



【地域包括支援センター】 

 高齢者の心身の健康維持、保健・福祉・医療の向上、生活安定のために必要な援助支援

を包括的に行う地域の中核的機関で、スタッフは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専

門員など。 

【通所リハビリテーション】 

 介護老人保健施設などで、食事、入浴などの日常生活上の介護や生活行為向上のための

リハビリテーションを日帰りで行うサービス 

【特定施設入所者生活介護】 

利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた施設に入

居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能 訓練、療養上の世

話のことであり、介護保険の対象となる。 

【日常生活圏域】 

 介護保険事業計画において、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条

件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設

の整備状況を総合的に勘案して、市町村が定める区域 

【訪問リハビリテーション】 

 理学療法士などが居宅を訪問して、リハビリテーションを行うサービス 

【理学療法士】 

 病気、けが、高齢、障がいなどによって運動機能が低下した状態にある人に対して、運

動機能の維持、改善を目的に運動、温熱、電気、水、光線などの物理的手段を用いて行わ

れる理学治療法を行う専門職 

【リハビリテーション】 

 傷病がほとんど治って病状が固定化した方に対し、社会生活に復帰できるよう精神的、

身体的、職業的、生活的な治療と訓練を行うこと。 


